
 

「ふるさと文化財の森システム推進事業」普及啓発事業審査基準 

 

 

Ⅰ 採択案件の決定方法 

 提出された企画提案書は，ふるさと文化財の森システム推進事業専門委員会（以下，

「専門委員会」という。）による選定を行い，評価順位が高い者又は一定の条件を満た

す等の複数の者を採択案件に決定する。 

 

Ⅱ 審査方法 

 企画提案書は，文化庁に設置された専門委員会において書類選考を実施する。また，

必要に応じて審査期間中に提案の詳細に関する追加資料の提出を求めることもある。 

 

Ⅲ 評価方法 

 ふるさと文化財の森システム推進事業実施要綱に基づき設定された「ふるさと文化

財の森」(※)若しくは「ふるさと文化財の森センター」(※)又は国宝・重要文化財建造物

等の保存修理現場等において実施する事業を優先し，以下の評価項目の点数を集計し，

評点の多いものを上位とする。 

 １７．５点を合格最低基準点とし、これを下回るものは採択しない。評価点が合格最

低基準点以上の者の中から、原則として最も得点の高い者から順番に採択するものと

する。採択件数は公募時点の予定件数であり、審査委員会の決定により増減する場合が

ある。 

 

[評価基準ア] 

  ○共通評価 ＜評価基準：２（良），１（可），０（不可）＞ 

① ふるさと文化財の森，ふるさと文化財の森センターの活用，国宝・重要文化財建

造物等の保存修理への理解の促進に有効であること。 

② 植物性資材の確保，若しくは当該資材を扱う技能者の養成，又は修理用資材の理

解に資するものであること。 

③ 明確な計画に基づき，具体的であること。 

④ 事業の実施による効果が適切に設定されていること。 

⑤ 事業実施に必要な組織体制，協力体制が整っていること。 

  ○事業別評価 ＜評価基準：５，４，３，２，１，０＞ 

   Ａ：修理用資材の育成・採取・加工に係る普及啓発 

○修理用資材の育成・採取・加工を紹介するために，異なる年齢層の参加が期待

されるような広報や時期が計画されていること。 

   Ｂ：将来の担手養成に係る普及啓発 

○修理用資材の育成・採取・加工に関わる人材の確保に向けた体系的な教育プロ

グラムが計画されていること。 

Ｃ：その他 

○修理用資材の生育環境の保全及び回復に向けた他分野との連携，又は修理 



用資材の育成・採取・加工に関わる専門性が高いプログラムが計画されている

こと。 

   

 

 

 [評価基準イ] 

  ○「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価」（ⅰ～ⅳ）に係る評価基準 

以下の認定等の中で該当する最も配点の高い区分により評価を行う。なお，内閣府男

女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人においては，相当する各認定

等に応じて評価する。 

ⅰ えるぼし認定等（女性活躍推進法） 

・認定段階１（労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと）＝０．６点 

・認定段階２（労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと）＝０．９点 

・認定段階３＝１．２点 

・プラチナえるぼし認定＝１．８５点 

・行動計画策定済（女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない

事業主（常時雇用する労働者の数が１００人以下のもの）に限る（計画期間が満

了していない行動計画を策定している場合のみ）＝０．３点 

ⅱ 次世代育成支援対策推進法（次世代法）に基づく認定（くるみん認定企業・ト

ライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業） 

・くるみん認定①（平成２９年３月３１日までの基準）（次世代法施行規則等の

一部を改正する省令（平成２９年厚生労働省令第３１号。以下「平成２９年改

正省令」という。）による改正前の次世代法施行規則第４条又は平成２９年改

正省令附則第２条第３項の規定に基づく認定）＝０．６点 

・トライくるみん認定＝０．９点 

・くるみん認定②（平成２９年４月１日～令和４年３月３１日までの基準）（次

世代法施行規則の一部を改正する省令（令和３年厚生労働省令第185号。以下

「令和３年改正省令」という。）による改正前の次世代法施行規則第４条又は

令和３年改正省令附則第２条第２項の規定に基づく認定（ただし、①の認定を

除く。））＝０．９点 

・くるみん認定③（令和４年４月１日以降の基準）（令和３年改正省令による改

正後の次世代法施行規則第４条第１項第１号及び第２号の規定に基づく認定）

＝０．９点 

・プラチナくるみん認定＝１．８５点 

ⅲ 青少年の雇用の促進等に関する法律（若者雇用促進法）に基づく認定 

・ユースエール認定＝１．２点 

ⅳ 上記に該当する認定等を有しない＝０点 

 

※ 別紙一覧参照 



※ 別紙 

ふるさと文化財の森一覧 

№ 材種 名 称 所在地 所有者等 

１ 漆 浄法寺漆林 岩手県二戸市 二戸市 

２ 木材（アカマツ） 岩手大学滝沢演習林 岩手県滝沢市 岩手大学 

３ 茅 大内宿茅場 福島県南会津郡下郷町 個人（複数） 

４ 檜皮 羽賀寺境内林 福井県小浜市 羽賀寺 

５ 檜皮 明通寺境内林 福井県小浜市 明通寺 

６ 檜皮 吉川八幡宮境内林 岡山県加賀郡吉備中央町 吉川八幡宮 

７ 檜皮 八幡神社境内林 岡山県加賀郡吉備中央町 八幡神社 

８ 檜皮 大和神社境内林 岡山県加賀郡吉備中央町 大和神社 

９ 木材（サワラ） 東京大学秩父演習林 埼玉県秩父市 東京大学 

10 檜皮 日竜峰寺境内林 岐阜県関市 日竜峰寺 

11 檜皮 観心寺境内林 大阪府河内長野市 観心寺 

12 檜皮 金剛寺境内林 大阪府河内長野市 金剛寺 

13 檜皮 意賀美神社境内林 大阪府泉佐野市 意賀美神社 

14 檜皮 京都大学徳山試験地 山口県周南市 京都大学 

15 い草 八代地域い草圃 熊本県八代市，八代郡氷川町 個人（３０４名） 

16 茅 金沢湯涌茅場 石川県金沢市 
ハットリ株式会社 

ほか３名 

17 檜皮 大瀧神社境内林 福井県越前市 大瀧神社 

18 木材（ヒノキ） 
紀北町速水林業ヒノキ林 

（井出地区） 
三重県北牟婁郡紀北町 個人 

19 木材（ヒノキ） 
紀北町速水林業ヒノキ林 

（大田賀平尾地区） 
三重県北牟婁郡紀北町 個人 

20 木材（ヒノキ） 吉田本家山林部ヒノキ林 三重県多気郡大台町 個人 

21 漆 夜久野丹波漆林 京都府福知山市 個人（４名） 

22 茅 岩湧山茅場 大阪府河内長野市 滝畑自治会 

23 茅 上品山茅場 宮城県石巻市 石巻市 

24 苧殻 鹿沼野州麻畑 栃木県鹿沼市 
栃木あさ振興連絡 

協議会 

25 木材（ヒノキ・スギ） 
秦野市諸戸林業ヒノキ・
スギ林 

神奈川県秦野市 個人（２名） 

26 檜皮 雲峰寺境内林 山梨県甲州市 雲峰寺 

27 木材（ヒノキ・スギ） 
亀山市諸戸林業ヒノキ・
スギ林 

三重県亀山市 個人 

28 木材（スギ）  智頭町有スギ林 鳥取県八頭郡智頭町 智頭町 

29 い草 備後熊野い草圃 広島県福山市 個人 



30 七島い 国東地域七島い圃 大分県国東市 個人（９名） 

31 木材（スギ・ヒバ） 岩手大学御明神演習林 岩手県岩手郡雫石町 岩手大学 

32 茅 なかなた茅場 福井県小浜市 個人（１４名） 

33 檜皮 おおい町福谷地区ヒノキ林 福井県大飯郡おおい町 個人 

34 木材（クスノキ） 
東京大学樹芸研究所 
クスノキ林 

静岡県賀茂郡南伊豆町 東京大学 

35 木材（スギ・ヒノキ） 
新城市昭典木材スギ・
ヒノキ林 

愛知県新城市 昭典木材 

36 檜皮 千石谷のスギ・ヒノキ林 大阪府河内長野市 河内長野市 

37 木材（スギ・ヒノキ） 
岡山県有スギ・ヒノキ林
（御大典記念林） 

岡山県津山市 岡山県 

38 檜皮 西上山林組合ヒノキ林 岡山県津山市 西上山林組合 

39 漆 山形市村木沢漆林 山形県山形市 個人 

40 漆 長井市草岡漆林 山形県長井市 草岡生産森林組合 

41 漆 西川町漆林  山形県西村山郡西川町 個人（３名） 

42 茅 朝霧高原茅場  静岡県富士宮市 
静岡県富士宮市 
根原区財産区 

43 茅 日名倉山茅場 
兵庫県佐用郡佐用町，岡山
県美作市 

後山部落自治会 

44 檜皮 
九州大学福岡演習林 
ヒノキ林 

福岡県糟屋郡久山町  九州大学 

45 木材（クスノキ） 
九州大学福岡演習林 
クスノキ林  

福岡県糟屋郡久山町  九州大学 

46 木材（クリ） 二戸市金田一川地区クリ林 岩手県二戸市 個人 

47 木材（スギ） 山形大学上名川演習林 山形県鶴岡市 山形大学 

48 茅 
高エネルギー加速器研究
機構茅場 

茨城県つくば市 
高エネルギー加速器
研究機構 

49 木材（スギ・ヒノキ） 
川上村有スギ・ヒノキ林 
（下多古地区） 

奈良県吉野郡川上村 川上村 

50 檜皮 
岩国倉谷市有林 
（錦帯橋備蓄林） 

山口県岩国市 岩国市 

51 木材（スギ・ヒノキ） 鍋島林業スギ・ヒノキ林 長崎県雲仙市 鍋島林業 

52 木材（スギ・ヒノキ） 
德川の森スギ・ヒノキ林 
（天竜院地区） 

茨城県常陸太田市 大能林業 

53 茅（カリヤス） 牧の入茅場 長野県北安曇郡小谷村 親沢北観光委員会 

54 茅（ヨシ） 
西の湖近江八幡葭生産組
合葭地  

滋賀県近江八幡市 近江八幡葭生産組合 

55 茅（ヨシ） 西の湖佐々木土地葭地  滋賀県近江八幡市 佐々木土地 

56 檜皮 金剛峯寺寺有林 和歌山県伊都郡高野町 金剛峯寺 

57 檜皮 
中津峰山ヒノキ林 

（中津家山林） 
徳島県徳島市 個人 

58 檜皮 西予市明石寺ヒノキ林 愛媛県西予市 個人 

59 茅（ススキ） 千貫石茅場 岩手県胆沢郡金ケ崎町 岩手県 



60 茅（カリヤス） 五箇山上平茅場 富山県南砺市 
南砺市 

ほか個人（１１名） 

61 木材（アカマツ） 
大川原アカマツ林 

（四宮家山林） 
徳島県名東郡佐那河内村 個人 

62 茅（ススキ） 京柱峠茅場 徳島県三好市東祖谷樫尾 個人 

63 茅（ススキ） 遠野茅場 岩手県遠野市 鹿込組合ほか 

64 木材（キリ） 三島町キリ林 
福島県大沼郡三島町 

福島県河沼郡柳津町 

大石田共有財産区・
西方共有財産管理会 

65 茅（カリヤス） 五箇山相倉茅場 富山県南砺市相倉 個人（１７名） 

66 檜皮 
浅間神社摂社山宮神社 

境内 
山梨県笛吹市 浅間神社 

67 檜皮 賀茂神社境内林 愛知県豊橋市 賀茂神社 

68 檜皮 瓦屋禅寺境内林 滋賀県東近江市 瓦屋寺 

69 檜皮 
志波彦神社鹽竈神社 

境内林 
宮城県塩竈市 志波彦神社鹽竈神社 

70 檜皮 丹波原皮師養成林 兵庫県丹波市 和田自治会・丹波市 

71 木材（イヌマキ） 野原鏡原イヌマキ林 沖縄県宮古島市 宮古島市 

72 漆 弘前市有漆林 青森県弘前市 弘前市 

73 茅（ススキ） 石巻北上茅場 宮城県石巻市 熊谷産業 

74 檜皮 財賀寺境内林 愛知県豊川市 財賀寺 

75 檜皮 
京都市合併記念の森 

ヒノキ林 
京都府京都市 京都市 

76 茅（ススキ） 
広陵学園芸北文化ラン
ド茅場 

広島県山県郡北広島町 広陵学園 

77 茅（ススキ） 
みなかみ町藤原上ノ原 

茅場 
群馬県利根郡みなかみ町 みなかみ町 

78 
檜皮 

木材（ヒノキ・スギ） 
秩父市栃本市有林 埼玉県秩父市 秩父市 

79 檜皮 乾徳禅寺境内林 滋賀県東近江市 乾徳寺 

80 檜皮 日向大神宮境内林 京都府京都市 日向大神宮 

81 漆 大子漆の森 茨城県久慈郡大子町 個人（１３名） 

82 漆 常陸大宮市家和楽漆林 茨城県日立大宮市 個人（７名） 

83 木材（ヒノキ） 杉原川源流の森 兵庫県多可郡多可町 個人 

84 
檜皮 

木材（ヒノキ） 
アサヒの森 広島県三次市・庄原市 アサヒビール株式会社 

85 茅（ススキ） 隠岐の島町茅場 島根県隠岐郡隠岐の島町 個人（４名） 

86 茅（ススキ） 真庭市蒜山茅場 岡山県真庭市 真庭市長 

87 木材（スギ・ヒノキ) 
常陸大宮市美和のスギ・
ヒノキ林 

茨城県常陸大宮市 個人（１４名） 

88 竹 若竹の杜 若山農場 栃木県宇都宮市 個人 

89 木材（キリ） 西会津のキリ林 福島県耶麻郡西会津町 
株式会社斎藤桐材
店 



90 茅（ススキ） 佐渡島茅場 新潟県佐渡市国分寺、椿 個人（６名） 

91 茅（ススキ・カリヤス） 雨中ショクの茅場 長野県北安曇郡小谷村 個人（２９名） 

92 木材（ヒノキ） 阿蘇南郷檜の森 
熊本県阿蘇郡高森町 

熊本県上益城郡山都町 
個人 

 

 

ふるさと文化財の森センター一覧 

№ 名 称 所在地 所有者 

１ 京都市文化財建造物保存技術研修センター 京都府京都市 京都市 

２ 山南ふるさと文化財の森センター 兵庫県丹波市 丹波市 

３ 滝畑ふるさと文化財の森センター 大阪府河内長野市 河内長野市 

４ 大内宿町並み展示館（茅葺技術研修センター） 福島県南会津郡下郷町 下郷町 

５ 金沢市ふるさと文化財の森センター 石川県金沢市 金沢市 

６ 小浜市ふるさと文化財の森センター 福井県小浜市 小浜市 

 


